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お問い合わせは
南島原市役所
☎050-3381-5000
＊省略文字説明
　と：日　時　ば：場　所
　な：内　容　定：定　員
　り：料　金　対：対象者
　し：応募締め切り
　も：申し込み方法
　問：申し込み・お問い合わせ

広　告広　告

市
営
住
宅
入
居
者

●
募
集
団
地

・
深　

江　

馬
場
団
地　
（
１
戸
）

・
布　

津　

新
田
団
地　
（
２
戸
）

・
南
有
馬　

新
砂
原
団
地（
１
戸
）

・
口
之
津　

早
崎
団
地　
（
２
戸
）

・
加
津
佐　

愛
宕
団
地　
（
３
戸
）

・
加
津
佐　

泉
が
丘
団
地（
１
戸
）

・
加
津
佐　

旭
団
地　
　
（
３
戸
）

※

こ
れ
以
外
に
、
追
加
募
集
を
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
募
集
期
間

11
月
１
日
㈫
〜
14
日
㈪

●
入
居
資
格
条
件
／
収
入
の
基
準

に
該
当
す
る
な
ど
、
こ
ち
ら
の
指

定
す
る
条
件
を
全
て
満
た
す
人

※

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
入
居
者
の
決
定
／
資
格
要
件
を

満
た
し
た
申
込
者
の
数
が
募
集
戸

数
を
超
え
る
場
合
は
、
公
開
抽
選

を
行
い
ま
す
。

●
抽
選
日
／
11
月
21
日
㈪ 

午
後

２
時　

南
有
馬
庁
舎

お 

都
市
計
画
課

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
６
７

嘱
託
職
員（
家
庭
児
童
相
談
員
）

●
募
集
人
員
／
１
人

●
勤
務
内
容
／
児
童
養
育
に
関
す
る

相
談
、
児
童
虐
待
の
通
報
の
対
応
な
ど

●
報
酬
／
月
額
１
６
１
，０
０
０
円

●
雇
用
条
件
／
社
会
保
険
・
雇
用

保
険
あ
り

●
勤
務
日
お
よ
び
時
間
／
週
５
日

（
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
う
ち
７
時
間
30
分
勤
務
）

●
雇
用
期
間
／
12
月
１
日
〜
平
成

24
年
３
月
31
日

●
申
込
期
限
／
11
月
16
日
㈬
必
着

●
応
募
資
格
／
次
の
い
ず
れ
か
を

満
た
す
30
歳
以
上
の
人
で
、
普
通

免
許
を
持
ち
、
パ
ソ
コ
ン
の
操
作

が
で
き
る
人

ア
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
大
、

大
学
ま
た
は
大
学
院
に
お
い
て
、

児
童
福
祉
、社
会
福
祉
、児
童
学
、

心
理
学
、
教
育
学
も
し
く
は
社

会
学
を
専
修
す
る
学
科
ま
た
は

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
人

イ
社
会
福
祉
士
、
社
会
福
祉
主
事

と
し
て
２
年
以
上
児
童
福
祉
事

業
に
従
事
し
た
人

※

申
し
込
み
の
際
、
応
募
の
動
機

（
４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙
１
枚

程
度
）
を
履
歴
書
に
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

●
試
験
／
面
接

※

日
時
、場
所
は
、後
日
通
知
し
ま
す
。

も 

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し（
写
真
貼
付
）、「
家
庭
児

童
相
談
員
申
込
書
」
と
朱
書
き
し

た
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
て
く
だ

さ
い（
持
参
可
）。

お 

こ
ど
も
未
来
課

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
０

〒
８
５
９
ー
２
２
０
２　

南
島
原
市

有
家
町
山
川
58
番
地

平
成
24
年
度
自
治
医
科
大
学

入
学
者

　

県
で
は
、
自
治
医
科
大
学
入
学

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
離
島
・

へ
き
地
の
医
師
確
保
対
策
の
た
め
、

入
学
金
や
授
業
料
な
ど
の
学
費
は
、

入
学
者
全
員
に
貸
与
さ
れ
、
卒
業

後
、
県
内
の
離
島
の
病
院
な
ど
に

一
定
期
間
勤
務
す
れ
ば
、
そ
の
返

還
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
出
願
期
間

平
成
24
年
１
月
４
日
㈬
〜
18
日
㈬

※

消
印
有
効
期
限　

１
月
17
日
㈫

●
入
学
要
項
の
領
布（
無
償
）

・
直
接
の
場
合

長
崎
県
医
療
人
材
対
策
室

☎
０
９
５（
８
９
５
）２
４
２
１

〒
８
５
０
ー
８
５
７
０　

長
崎
市

江
戸
町
２
番
13
号

・
郵
送
の
場
合

自
治
医
科
大
学
学
事
課
教
務
第
１
係

☎
０
２
８
５（
５
８
）７
０
４
５

〒
３
２
９
ー
０
４
９
８　

栃
木
県

下
野
市
薬
師
寺
３
３
１
１
番
地
１

お 

長
崎
県 
医
療
人
材
対
策
室

☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
４
２
１

有
明
フ
ェ
リ
ー
新
船
就
航

船
名

　

平
成
24
年
４
月
か
ら
就
航
す
る

新
船
の
船
名
を
募
集
し
ま
す
。

●
申
込
方
法
、
注
意
点
な
ど

有
明
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
な
ど

に
備
え
て
い
る
応
募
用
紙
を
よ
く

読
み
、
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
応
募
で

き
ま
す
。

●
使
用
で
き
な
い
船
名

有
明
丸
、第
二
有
明
丸
、第
三
有
明

丸
、
第
三
有
明
丸
、
第
五
有
明
丸
、

第
七
有
明
丸
、第
八
有
明
丸
、第
十

有
明
丸
、サ
ン
ラ
イ
ズ

●
賞
／
５
万
円
相
当
の
記
念
品
お

よ
び
感
謝
状

〆 

12
月
９
日
㈮

お 

有
明
海
自
動
車
航
送
船
組
合

総
務
課

☎
０
９
５
７
（
７
８
）
３
３
５
８

平
成
23
年
分
給
与
所
得
の

年
末
調
整
説
明
会

と 

11
月
17
日
㈭ 

午
前
９
時
30
分

〜
11
時
30
分

ば 

あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

※

そ
の
他
の
会
場
で
も
実
施
し
て

い
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

当
日
は
、
事
前
に
郵
送
し
た
資

料
を
必
ず
持
参
願
い
ま
す
。

お 

島
原
税
務
署 

法
人
課
税
部
門 

源
泉
所
得
税
担
当

☎
０
９
５
７
（
６
２
）
３
８
１
８

10
月
１
日
か
ら
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
予
防
接
種
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　

昨
年
ま
で
、
65
歳
以
上
の
皆
様

に
は「
予
診
票
」な
ど
の
個
別
通
知

を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
か

ら
個
別
通
知
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

接
種
を
希
望
す
る
人
は
各
医
療

機
関
か
各
支
所
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

課
、こ
ど
も
未
来
課
で
「
予
診
票
」

を
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

お 

こ
ど
も
未
来
課

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
０

１
人
で
も
雇
っ
た
ら
入
ろ
う
。

雇
用
保
険
‼

　

労
働
保
険
と
は
、「
労
災
保
険
」

と
「
雇
用
保
険
」
を
総
称
し
た
も

の
で
、
労
働
者
を
１
人
で
も
雇
用

す
る
事
業
主
は
、
法
律
に
よ
り
労

働
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

加
入
し
て
い
な
い
事
業
者
は
、

早
急
に
加
入
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

お 

長
崎
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
９
５
（
８
０
１
）
０
０
２
５

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

強
化
週
間　

11
月
14
日
㈪
〜
20
日

㈰
は
、
女
性
の
人
権
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

で
す
。

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か

ら
の
暴
力
、
ス
ト
ー
カ

ー
行
為
、
職
場
に
お
け

る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
な
ど
、
女
性

の
人
権
に
関
す
る
相
談

を
受
け
付
け
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
、
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。
一
人
で

悩
ま
ず
、
電
話
し
て
く

だ
さ
い
。

と 

11
月
14
日
㈪
〜
20
日

㈰　

午
前
８
時
30
分
〜

午
後
７
時

※

た
だ
し
、
土
曜
日
・

　

日
曜
日
は
午
前
10
時

　

か
ら
午
後
５
時
ま
で

お 

長
崎
地
方
法
務
局 

長
崎
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会

狩
猟
解
禁
日
は
11
月
15
日

　

11
月
15
日
㈫
か
ら
翌
年
の
３
月

15
日
㈭
（
イ
ノ
シ
シ
お
よ
び
対
馬

の
鹿
の
捕
獲
以
外
は
２
月
15
日
㈬

ま
で
）
ま
で
の
期
間
、
法
令
で
定

め
ら
れ
た
山
野
、
海
岸
な
ど
（
狩

猟
区
域
内
）
で
、
狩
猟
が
行
わ
れ

ま
す
。
期
間
中
、
狩
猟
区
域
内
で

事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
次
の
点

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
山
歩
き
や
遠
足
に
出
か
け
る
と

き
は
、
狩
猟
区
域
で
な
い
か
、

事
前
の
安
全
確
認
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

②
狩
猟
区
域
付
近
の
山
野
を
歩
い

た
り
、
田
畑
で
作
業
を
す
る
際

は
、
な
る
べ
く
目
立
つ
服
装
を

心
掛
け
、
ラ
ジ
オ
を
流
す
な
ど
、

自
分
の
存
在
を
周
囲
に
知
ら
せ

ま
し
ょ
う
。

③
狩
猟
に
伴
う
、
危
険
と
思
わ
れ

る
行
為
や
事
故
を
目
撃
し
た
と

き
は
、
警
察
に
通
報
し
て
く
だ

さ
い
。

※

狩
猟
区
域
に
つ
い
て
は
、
県
農

政
課
、
島
原
振
興
局
、
市
農
林

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お 

農
林
課

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
６
０

募
　
　
　
　
集

お  

知  

ら  

せ

女性の人権ホットライン☎0570-070-810
ゼロホットライン ナナ ゼロ の ハートライン


